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毎
年
、
八
月
開
催
の
「
商
工
ま
つ
り
」

は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
の
観
点
か
ら
中
止
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
来
年
度
以
降
、
新
た
な
事
業
を
運
営

で
き
る
よ
う
、
総
務
委
員
会
で
話
し
合
っ

て
ま
い
り
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
の
ほ

ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

消
費
税
が
一
〇
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
、

軽
減
税
率
制
度
が
始
ま
っ
て
約
二
年
半
が

経
過
し
ま
し
た
が
、
今
度
は
令
和
五
年
十

月
か
ら
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」
が
開
始
さ
れ

ま
す
。 

 

イ
ン
ボ
イ
ス
（
適
格
請
求
書
）
と
は
、
品

名
の
費
用
や
消
費
税
率
、
消
費
税
額
が
記

載
さ
れ
た
納
品
書
等
の
こ
と
で
す
。 

こ
れ
ま
で
の
事
業
者
は
消
費
税
確
定
申

告
の
際
に
、
仕
入
税
額
控
除
を
申
請
す
る 

   

と
き
は
特
に
必
要
な
書
類
な
ど
な
く
控
除

を
受
け
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
の
導
入
後
は
「
適
格
請
求
書
」
が
必

須
と
な
り
、
用
意
で
き
な
い
と
仕
入
税
額

控
除
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
仕
入
税
額
控

除
を
受
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
本

来
支
払
う
べ
き
仕
入
税
額
よ
り
も
多
く
納

め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 
こ
の
制
度
が
始
ま
る
こ
と
に
よ
り
、
こ

れ
ま
で
免
税
事
業
者
の
方
も
取
引
先
の
関

係
で
イ
ン
ボ
イ
ス
登
録
が
必
要
と
な
り
、

売
上
が
一
千
万
円
以
下
で
あ
っ
て
も
課
税

事
業
者
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な

る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。 

 

今
回
の
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
の
概
略
、
自
社
に
ど
の
よ
う
な
影
響

が
あ
り
、
ど
ん
な
準
備
を
す
れ
ば
よ
い
の

か
を
基
本
か
ら
説
明
し
ま
す
。 

 

詳
し
く
は
、
折
り
込
み
チ
ラ
シ
を
ご
覧

の
う
え
、
商
工
会
ま
で
フ
ァ
ッ
ク
ス
ま
た

は
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

 

な
お
、
チ
ラ
シ
に
は
受
講
推
奨
判
断
の 

た
め
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
を
用
意
し
ま
し 

   

た
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。 

【
開
催
日
時
】 

七
月
二
十
五
日
（
月
） 

十
八
時
三
十
分
～
十
九
時
三
十
分 

【
会 

場
】
小
須
戸
商
工
会
館 

三
階 

【
講 

師
】
川
村 

巧
磨 

税
理
士 

【
参
加
費
】
無
料 

 

令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
原
則
す
べ
て

の
食
品
等
事
業
者
に
「
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
に
沿

っ
た
衛
生
管
理
」
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
そ

れ
ぞ
れ
の
事
業
者
は
規
模
や
業
種
等
に
応

じ
て
「
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
に
基
づ
く
衛
生
管
理
」

か
「
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
考
え
方
を
取
り
入
れ

た
衛
生
管
理
」
の
ど
ち
ら
か
の
衛
生
管
理

を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
併
せ

て
、
一
般
衛
生
管
理
や
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
に
よ

る
衛
生
管
理
の
た
め
の
「
衛
生
管
理
計
画

書
」
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

今
回
の
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
食
の
安
心
安

全
の
た
め
に
「
何
か
ら
始
め
れ
ば
よ
い
か

わ
か
ら
な
い
」
な
ど
、
ま
だ
取
り
組
み
準
備

が
で
き
て
い
な
い
事
業
者
向
け
に
Ｈ
Ａ
Ｃ

Ｃ
Ｐ
の
基
本
的
な
取
り
組
み
方
か
ら
説
明

し
ま
す
。 

 

詳
し
く
は
、
折
り
込
み
チ
ラ
シ
を
ご
覧

の
う
え
、
商
工
会
ま
で
フ
ァ
ッ
ク
ス
ま
た

は
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

【
開
催
日
時
】 

 

八
月
三
日
（
水
） 

 
 
 

十
四
時
三
十
分
～
十
五
時
三
十
分 

【
会 

場
】
小
須
戸
商
工
会
館 

三
階 

【
講 

師
】
食
の
高
付
加
価
値
化
研
究
所 

 
 
 
 
 
 

所
長 

椎
葉 

彰
典 

氏 

【
参
加
費
】
無
料 

新
潟
県
商
工
会
連
合
会
で
は
、
毎
月
無

料
法
律
相
談
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
通

常
は
面
談
型
の
相
談
に
て
対
応
し
て
お
り

ま
す
が
、
現
在
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
と
し
て
、
当
面
の
間
、
電
話
に

て
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。
な
お
、
完
全
予

約
制
と
な
り
ま
す
の
で
、
相
談
日
の
三
日

前
ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

【
相
談
例
】 

消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度 

対
策
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催 

 

飲
食
店
、
食
品
取
扱
事
業
者
向
け 

い
ま
さ
ら
聞
け
な
い
H

A

C

C

P 

何
を
!!
ど
う
す
る
!?
セ
ミ
ナ
ー
開
催 

無
料
法
律
相
談
の
ご
案
内 

７月 

の花 

あさがお 

商
工
こ
す
ど 

か
わ
ら
版 

第２６５号 

小須戸 

商工会 

商
工
ま
つ
り 

開
催
中
止
の
お
知
ら
せ 
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・
利
息
の
過
払
い
請
求
、
従
業
員
と
の
労

働
契
約
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
な
ど 

・
売
掛
金
の
回
収
、
保
証
人
に
関
す
る
ト 

ラ
ブ
ル
な
ど 

・
後
継
者
へ
の
事
業
承
継
、
遺
産
相
続
に

関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
な
ど 

・
商
品
販
売
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
、
交
通

事
故
の
賠
償
な
ど 

【
七
月
の
相
談
日
】 

一
日
（
金
）、
五
日
（
火
）、
六
日
（
水
）、 

十
一
日
（
月
）
、
十
五
日
（
金
）、
十
九
日 

（
火
）、
二
十
六
日
（
火
）、
二
十
八
日
（
木
） 

【
相
談
時
間
】 

い
ず
れ
の
日
程
も
午
前
十
時
～
正
午
ま
で
、

一
回
の
相
談
に
付
き
三
十
分
程
度
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、
相
談
時
の
電
話

料
金
は
相
談
者
負
担
と
な
り
ま
す
。 

【
相
談
会
場
・
申
込
先
】 

新
潟
県
商
工
会
連
合
会
・
広
域
指
導
セ
ン

タ
ー
（
☎
〇
二
五‐

二
八
三‐

一
三
一
一
） 

【
留
意
点
】 

 

今
後
の
流
行
状
況
等
に
よ
っ
て
は
、
相

談
日
や
会
場
を
変
更
す
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
利
用
の
際
は
事
前
に
新
潟

県
商
工
会
連
合
会
・
広
域
指
導
セ
ン
タ
ー

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

中
小
企
業
庁
で
は
、
法
律
事
務
所
に
委

託
し
て
、
持
続
化
給
付
金
、
家
賃
支
援
給
付

金
の
申
請
内
容
等
に
基
づ
き
、
不
正
受
給

等
に
関
す
る
認
識
確
認
を
進
め
て
い
ま
す
。 

 

届
い
た
認
識
確
認
の
文
書
が
真
正
な
も

の
か
確
認
し
た
い
方
は
、
受
け
取
っ
た
ご

本
人
か
ら
、
弁
護
士
法
人
「
一
番
町
綜
合
法

律
事
務
所 

持
続
化
給
付
金
不
正
受
給
等

調
査
担
当
」
の
連
絡
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
そ
の
際
、
本
人
確
認
の
た
め
、
氏
名
、

生
年
月
日
及
び
連
絡
可
能
な
連
絡
先
（
電

話
番
号
及
び
住
所
）
を
明
記
の
上
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

（
〇
三-

五
二
七
五-
六
八
八
五
）
で
ご
連

絡
い
た
だ
く
か
、
ま
た
は
氏
名
・
折
り
返
し

先
の
電
話
番
号
を
述
べ
た
上
で
電
話
（
〇

三-

五
二
七
五-

六
八
八
三
）
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。 

【
注
意
事
項
】 

・
個
人
情
報
を
聞
き
出
す
詐
欺
に
ご
注
意

く
だ
さ
い
。 

・
誤
っ
て
受
給
し
た
方
は
、
速
や
か
に
返

納
し
て
く
だ
さ
い
。 

・
す
で
に
一
万
人
以
上
の
方
か
ら
返
還
の

希
望
の
ご
連
絡
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

【
返
還
に
つ
い
て
の
連
絡
先
】 

持
続
化
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー 

（
      
〇
一
二
〇-

〇
〇
二-

六
七
八
） 

※
法
律
事
務
所
等
が
給
付
金
の
返
還
を
受

け
付
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

※
調
査
の
連
絡
先
と
返
還
の
連
絡
先
は
異

な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

 

中
小
企
業
庁
で
は
、
一
時
支
援
金
・
月
次

支
援
金
に
係
る
調
査
を
Ｎ
Ｔ
S
総
合
弁

護
士
法
人
に
委
託
す
る
こ
と
で
、
受
給
資

格
に
関
す
る
認
識
確
認
を
進
め
て
い
ま
す
。 

※
委
託
契
約
は
令
和
五
年
三
月
末
ま
で 

 

届
い
た
認
識
確
認
の
文
書
が
真
正
な
も

の
か
確
認
し
た
い
方
は
、
当
該
文
書
を
受

け
取
っ
た
本
人
か
ら
、
Ｎ
Ｔ
S
総
合
弁
護

士
法
人
札
幌
事
務
所
（
      
〇
一
一-

三
五
〇

-
五
五
六
五
ま
た
は
      
〇
五
七
〇-

〇
二
二

-

六
六
七
）
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

そ
の
際
、
本
人
確
認
の
た
め
、
氏
名
、
住

所
及
び
申
請
Ｉ
Ｄ
並
び
に
連
絡
可
能
な
電

話
番
号
等
を
確
認
い
た
し
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。 

【
注
意
事
項
】 

・
個
人
情
報
等
を
聞
き
出
す
詐
欺
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。 

・
誤
っ
て
受
給
し
た
方
は
、
速
や
か
に
返

納
し
て
く
だ
さ
い
。 

・
返
還
方
法
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
一
時

支
援
金
／
月
次
支
援
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ

ー
（
      
〇
一
二
〇-

二
一
一-

二
四
〇
）
ま

で
お
電
話
く
だ
さ
い
。 

・
弁
護
士
法
人
等
が
一
時
支
援
金
／
月
次

支
援
金
の
返
還
を
受
け
付
け
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。 

 

商
工
会
で
は
当
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
商

店
街
に
掲
載
す
る
事
業
所
を
随
時
募
集
し

て
い
ま
す
（『
小
須
戸
商
工
会 

商
店
街
情

報
』
で
検
索
）。 

ま
た
、
自
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
作
り

た
い
方
に
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
サ
ー
ビ

ス
「
グ
ー
ペ
」
の
商
工
会
員
向
け
プ
ラ
ン
を

ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。 

そ
れ
ぞ
れ
利
用
は
無
料
で
す
の
で
、
興

味
の
あ
る
方
は
商
工
会
ま
で
お
気
軽
に
お

問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を 

 
 

 
 

 

活
用
し
て
み
ま
せ
ん
か 

持
続
化
給
付
金
・
家
賃
支
援
給
付
金
の

不
正
受
給
及
び
受
給
資
格
に
関
す
る

認
識
確
認
調
査
の
お
知
ら
せ 

一
時
支
援
金
・
月
次
支
援
金
の
不
正
受

給
及
び
受
給
資
格
に
関
す
る
認
識
確

認
調
査
の
お
知
ら
せ 


